
沼津市発注建設工事における内訳書及び労務費ダンピング調査について 

令和８年３月 23日 

 

 令和７年 12月 12日付け第三次・担い手３法の施行に伴い、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律第 12条及び第 13条の規定により、建設業者は公共工事の入札時に労務費等

が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置

を講じることとされました。また、建設業法第 20条の規定により、建設業者が契約締結時に提

出する請負代金内訳書についても、労務費等を明示することとされました。 

 これに伴い、沼津市が発注する建設工事について、以下のとおり取り扱うこととしましたので

お知らせします。 

 

  １ 工事費内訳書（入札時）について 

  （１）労務費等の項目の追加 

令和８年４月以降に行われる市発注工事の入札公告又は指名通知においては、発注機関が入

札時に提出を求める工事費内訳書に、工事価格に加え次の項目が追加されます（別紙１）。 

 

 

 

なお、令和８年 10月以降は、各項目に金額の記載がない工事費内訳書が提出された場合

（一部未記載も含む。）、無効の入札となりますのでご注意願います。 

 

  ２ 労務費ダンピング調査の実施について 

  （１）労務費ダンピング調査とは 

工事費内訳書を確認する際に、労務費等の適正性を調査する方法の一つとして、国土交通省

が具体的な実施方法をガイドライン（外部リンク）にまとめております。市では、令和８年 10

月以降に入札公告又は指名通知を行う市発注工事から、労務費ダンピング調査を実施予定で

す。 

 

  （２）調査の具体的な内容 

工事費内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回った場合は、適正な水準の労務費を

確保できないことが懸念されることから、当該労務費で入札した理由書の提出を求めますの

で、速やかな提出（１～２日程度）をお願いします。 

なお、契約締結期限までの間に理由書の提出がない場合は、契約締結を辞退したものとして

取り扱います。この場合、入札参加停止等の処分を行う場合がありますので、十分にご留意の

上、ご対応をお願いします。 

 

  （３）調査の結果について 

調査の結果、合理的な回答が得られなかった場合は、建設Ｇメンへの通報を行うほか、後日

建設工事の請負契約に係る取引実態の調査等が行われる場合があります。 

 

 

①材料費       ②労務費     ③法定福利費の事業主負担額 

④建退共制度の掛金  ⑤安全衛生経費 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972220.pdf


 

 

  ３ 請負代金内訳書（契約後）について 

  （１）労務費等の項目の追加 

     令和８年４月以降に行われる市発注工事の入札において落札及び契約した案件については、

発注機関が契約時に提出を求める請負代金内訳書に、工事価格及び法定福利費の事業主負担額

に加え、次の項目が追加されます（別紙２）。 

 

 

     なお、従来通り任意の様式による提出を可としていますが、参考様式をホームページに掲載

しましたので、必要に応じてご活用ください。 

（様式フォーマットリンク：市長部局用 上下水道用） 

 

 

 

 

沼津市契約検査課契約係 

電話 055-934-4713  

①材料費  ②労務費  ③建退共制度の掛金  ④安全衛生経費 

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu/kensetsu/k-yousiki.htm
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/sumai/suido/gyosha/download/s-yousiki/s-yousiki.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（第６条関係） 

 

工 事 費 内 訳 書 
 

  年  月  日 

 

 住  所 

                       商  号 

                       氏  名 

 

１ 入 札 番 号   第     号 

  ２ 工 事 名 

  ３ 工 事 箇 所 

  ４ 工 事 費 内 訳 

直 接 工 事 費 

                      工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

工  事              円 

直 接 工 事 費 計                円 

共 通 仮 設 費                円 

純 工 事 費                円 

現 場 管 理 費                円 

工 事 原 価                円 

一 般 管 理 費 等                円 

工 事 価 格                円 

 
※工事費のうち材料費、労務費等 

   材料費                                  円 

   労務費                                  円 

   法定福利費の事業主負担額                         円 

   建退共制度の掛金                             円 

   安全衛生経費                               円 

※令和８年 10月以降、記載がない（一部未記載も含む）場合は無効の入札として取り扱い

ます。 

 

※市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限り、

「算出不能」又は「一部のみ計上」の旨を記載することができます。 

【例】 

   材料費      ○○○○（一部のみ計上）円 

   労務費             算出不能 円 

    ・ 

    ・ 

追加 

別紙１ 



 

＜参考＞ 

 

請負代金内訳書 

年  月  日  

 

住    所 

商号又は名称             

氏    名           

 

※以下は押印省略する場合に記載すること 

 

 

 

１ 工 事 名 

２ 工 事 場 所        

３ 請負代金内訳 

（１）工事費内訳表 

工種区分・工種・種別 単位 数量 単価 金額 備考 

      

      

      

直接工事費           

共通仮設費           

 共通仮設費           

純工事費           

  現場管理費           

工事原価           

 一般管理費等           

            

工事価格           

 

（２）工事価格のうち法定福利費等 

   材料費                                 円 

   労務費                                 円 

   法定福利費の事業主負担額                        円 

   建退共制度の掛金                            円 

   安全衛生経費                              円 

 

責任者 所属・氏名 連絡先 

 担当者 所属・氏名 

追加 

別紙２ 


